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医療機関では、医用テレメータ、無線 LAN や携帯電話などの電波を利用する機器（電波利

用機器）の活用が進んでいます。また、患者やお見舞いなどで病院を利用する方々も院内で携

帯電話等を利用したいというニーズが高まっています。一方で、適切に電波の管理等がなされ

ない場合には、医療機器等に影響するトラブルが発生する恐れがあります。 
そこで、平成 27 年 9 月に、ARIB が事務局を務める電波環境協議会に、「医療機関における

電波利用推進部会」（以下「推進部会」といいます。）を設置し、学識研究者、関係団体、医療

機器製造販売業者、建設事業者、通信事業者、関係省庁（総務省、厚生労働省）等の幅広い関

係者に参加いただいて、医療機関において電波の適正な利用を確保するための取組等に関する

検討を行っています。 
これまでの検討結果をもとに、「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」

及び「医療機関における電波利用推進部会 平成 27 年度報告書」を取りまとめましたので、4
月 4 日（月）に公表いたしました。また、同日に開催された第 7 回推進部会に、高市総務大臣

をお招きして内容をご報告し、この取り組みへの感謝の言葉をいただくとともに、周知広報と

活動継続のご依頼をいただきました。 
なお、公表内容は、以下の電波環境協議会のホームページより参照いただけます。 
トップページ：   http://www.emcc-info.net/ 
手引き等公表ページ：http://www.emcc-info.net/info/info280404.html 

 

 

No.1021 2016 年 4 月 11 日 

「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」等の 
公表について 

 
 

高市総務大臣に報告書を手渡しする加納座長 
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4 月 13 日（水）第 25 回無線 LAN システム開発部会 

4 月 13 日（水）第 227 回業務委員会 

4 月 14 日（木）第 24 回調査統計小委員会幹事会 

4 月 15 日（金）スタジオ設備開発部会 スタジオ映像作業班 

 

 
参加を予定している会合はありません。 
 
 
 

 
 
 

 
総務省は、電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号）第 7 条第 5 号の規定に

基づき公示されている、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について見直しを行

うこととし、別紙 1 のとおり告示案を作成しました。 
 つきましては、本告示案について、平成 28 年 4 月 2 日（土）から同年 5 月 6 日（金）まで

の間、意見を募集しています。 
 
詳細については【平成 28 年 4 月 1 日の総務省報道資料】をご覧ください。 
 

 
お花見は楽しんでいただけたでしょうか。 
東京は、3 月 21 日に開花し、3 月 31 日に満開となりましたが、4 月

2 日（土）は寒く、3 日（日）は生憎の雨で思う様に楽しめませんでし

た。先週末には最後の花見を満喫された方も多いのではなかったでしょ

うか。 
この ARIB NEWS が発行される 4 月 11 日（月）にはもうかなり散っ

てしまって葉桜になっているかもしれませんが、まだ見どころの場所が

あると思いますので探してみてください。 
      (編集子：bsj) 

 

今週の ARIB 内会合（4 月 11 日～4 月 15 日） 

今週の国際会合（4 月 11 日～4 月 15 日） 

特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める 

告示案に係る意見募集 
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